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Ⅰ 男女共同参画に関する市民意識・実態調査と女性活躍及びワーク・ライフ・バランス

に関する企業調査の比較 

 

◆女性の就労と雇用について 

男女共同参画に関する市民意識 ・実態調査 （以下 「市民調査」という。）では、女性が職業を持つこと

については、「子どもができても、ずっと職業を持ち続ける方がよい」との回答が 54.8％であった。 

一方、女性活躍及びワーク・ライフ ・バランスに関する企業調査 （以下 「企業調査」という。）による

と、今後の女性従業員の採用の意向について 「増やしたい」と回答した割合が 47.9％で、半数近くの企

業が意欲的であり、女性が働き続けることについては、特別なことではなくなってきているといえる。 

また、女性が企業や組織で働き続けるために必要なこととして、市民調査では 「子育てや、家族の介

護 ・看護を支援する公的制度の充実」（49.0％）、「配偶者 ・パートナーの理解と協力」（45.8％）、「企業

や組織における仕事と家庭の両立支援制度の整備・充実」（40.6％）となっている。 

一方、企業調査では、仕事と家庭の両立支援について現在取り組んでいると回答した企業は 65.9％に

のぼり、育児休業制度は 85.9％、介護休業制度は 73.8％の企業がすでに導入済で、始業・終業時刻の

繰上げ・繰下げやフレックスタイム制度なども導入済の企業が増えてきている。企業としても女性従業

員の雇用、就労継続のために必要な制度の導入を進めていることがうかがえる。 

 

◆女性活躍推進について 

企業調査の「女性管理職登用の妨げになっている要因」では、「管理職を希望する女性従業員が少な

い」、「必要な知識や経験等を有する適任者が育成されていない」が上位となっている。 

では、市民調査の「管理職を目指して働きたいか」をみると、『そう思わない』（「そう思わない」と

「どちらかといえばそう思わない）と回答した割合の計」」と回答した女性は 67.3%にのぼっており、市

民と企業の意識は一致しているように見える。 

そこで、市民調査で 『そう思わない』理由を問うと、「能力 ・体力に自信がない」が最も多く、「責任

が重くなる」、「労働時間が長く、仕事家庭の両立が困難になる」が続く。「責任が重くなる」と回答し

た割合は男性とほぼ同じだったが、「能力・体力に自信がない」は男性の 22.2%に対し、女性は 40.5%、

「労働時間が長く、仕事家庭の両立が困難になる」は男性の 20.0%に対し、女性は 35.9%であった。ま

た、「配偶者・パートナーや家族の協力が得られない」は男性の 1.7%に対し女性は 6.8%であった。 

さらに、同じ市民調査の「女性の管理職が少ない理由」では、「家事や育児などの負担があるため管

理職としての対応ができない」の 48.5%が最も高く、「女性自身が管理職として活躍することを望んで

いない」は 18.2％という結果であった。 

以上のことから、女性は単純に 「管理職として働くことを望んでいない」のではなく、管理職として

働くにあたり「家事や育児を今までどおり負担しながら、男性と同様に管理職として働くことは困難」

であることから、管理職として働くことを望んでいないものと考えられる。 

また、「女性の管理職が少ない理由」を性別でみると、「家事や育児などの負担があるため管理職とし

ての対応ができない」は、女性が 56.5%に対し、男性は 35.5%、「女性自身が管理職となって活躍するこ
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とを望んでいない」は女性 16.2%に対し、男性は 22.0%という結果が出ており、男女で仕事をしながら

家事・育児を両立する負担に対する認識の違いがあることが推察される。 

企業においてもこうした状況を改善するために、「人事評価基準の明確化」をはじめ、「女性の継続就

労に関する支援」、「幅広い仕事を積極的に経験させる」、「ワーク・ライフ・バランスを促進する取組」

などに取り組み、女性も管理職として働きやすい職場環境に取り組んでいるところである。 

なお、企業が女性管理職登用やキャリア形成推進のため、行政の取組として特に必要とすることで最

も多かったのは、「保育 ・介護施設や保育 ・介護などに関するサービスの充実」で、「男性の家事 ・育児 ・

介護などへの参加を促進するための啓発」も過去の調査と比較すると割合が上がっている。 

女性の活躍推進には、行政における保育所や介護施設の整備や男性の家事 ・育児等への参加への周知

啓発等と企業における取り組みの両方を進めていくことが重要である。 
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◆ワーク・ライフ・バランスについて 

市民調査では、仕事と家庭の両立に必要で特に重要とされたのは、「育児・介護休業などを利用しや

すい職場環境」、「家族や配偶者の子育て、介護、家事の分担」、「短時間勤務、フレックスタイムや在宅

勤務の普及」、「上司や同僚の理解」がほぼ同じ割合で多く、次に 「長時間残業の解消」が続く結果とな

っている。 

企業調査で、仕事と家庭 （出産 ・育児 ・介護）の両立支援制度を導入していると回答した割合が 65.9％

で、導入済の制度として多いのは、「育児休業制度」「育児や介護などのための短時間勤務制度」「子の

看護休暇制度」「時間単位での有給休暇の取得」などだった。 

市民調査で重要とされた短時間勤務は導入している企業も多く、利用実績も高いが、フレックスタイ

ム、在宅勤務は、導入していると回答した割合は、それぞれ 30.3％、24.0％と低い。 

しかし、導入している企業での利用実績はフレックスタイムが 70.1％、在宅勤務は 86.0％と大変高

いことから、市民調査の裏づけが取れた形となっている。 

なお、企業調査でワーク・ライフ・バランスの実現のため企業に必要な取組と回答が多かったのは、

「時間外労働を削減する」（46.2％）で、次に「ワーク・ライフ・バランスに関する制度が利用しやす

い職場環境を作る」 （38.0％）、「労働時間の短縮を行う」（23.4％）、「フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う」（23.4％）の順であった。 

「フレックスタイム制度」については、「すでに導入済み」及び「導入検討中」とした企業の割合が

調査を重ねるごとに増えてきており、令和７年度では過去最高となっている。「在宅勤務制度」につい

ては、コロナ禍にあった令和３年度調査時に「すでに導入済み」「導入検討中」が大幅に増えたが、今

回の調査では「すでに導入済み」が増加したものの「導入検討中」は減少している。 

「在宅勤務制度」の導入には、ＰＣ、ネット環境等の整備などの設備投資も必要となることから導入

に踏み切れない企業もあるものと考えられる。 

また、市民調査でも重要とされた長時間残業の解消だが、「時間外労働」については、人手不足から

「時間外労働の削減」に取り組んでいないと回答した企業が５割以上あったことから、取り組みたくて

も難しいと考えている企業も一定数あると考えられる。 

企業において様々な制度を整備する上で、どういった制度を採り入れたら従業員のニーズを満たすか

や、導入上の課題を解決するための情報や行政支援等の情報提供を行っていく必要がある。 
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◆育児休業について 

市民調査では、男性が育児休業や介護休業を取ることについて、「積極的にとるべき」と「どちらか

といえばとるほうがよい」を合わせた回答割合は約９割で、市民の多くが男性の育休取得について理解

していると考えられる。 

男性が育休を取得しづらい理由として、「男性が育児休業や介護休業を取ることに対して、職場の理

解がない」が男女ともに最も多かったが、経年比較では調査毎に減少している。その一方で、次に多い

「休業中は収入が少なくなる」が前回調査から大幅にポイントが上昇している。 

令和４年度以降の 「育児 ・介護休業法」の改正により、企業は男性も育児休業が取得しやすい環境づ

くりに取り組む必要が生じ、対応を進めてきている。 

その結果、企業調査における育児休業制度の利用状況を前回調査と比較すると、女性はほぼ変わりが

なかったが、男性の利用率が令和３年度調査の 14.2％から 62.6％と大幅に高くなっている。 

また、育児休業の取得期間についても、令和３年度調査では１か月未満が 85.5％、１か月以上の取得

は 14.5％だったのに対し、令和７年度調査では１か月未満が 56.4％、１か月以上が 43.6％となった。 

今回の市民調査で 「職場の理解がない」が最も多い結果となった要因として、育児 ・介護休業法の改

正は当事者以外には実感として感じにくい面があると考えられる。制度が整備されても制度を利用しや

すい雰囲気がなければ取得しづらいため、従業員全体で制度を理解してもらう必要がある。 

また、市民調査では、男性育休が取得しづらい理由として 「育児 ・介護は女性の役割であるという意

識がある」は３番目に多く、性別でみると女性が回答した割合が高い。 

「家族や配偶者の子育て、介護、家事の分担」が仕事と家庭の両立に特に重要な取組のうちの一つと

市民調査結果で示されており、男性育休の取得率の向上及び利用期間については、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現だけでなく、女性の就労継続や管理職登用等にも影響があることから、男性が育児に積極

的に関わることができるようにしていくことが重要である。 

なお、企業における従業員規模や業種、業務形態等は様々であることから、それぞれの企業で取り入

れることの可能な取り組みや、育休中の収入減少に対する主な対応 ・支援策など国の両立支援制度 （育

児休業）等の情報提供を行うなど、女性も男性も仕事と育児が両立できる職場環境づくりを促進する必

要がある。 
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◆女性特有の健康課題 

企業調査では、女性特有の健康課題に対して取り組んでいる割合は 33.9％、今後取り組みたいとした

割合が 41.7％で、７割以上の企業で課題意識を持っていることが分かった。 

また、女性が働き続けるために必要な援助としては、「婦人科健診・検診への金銭援助」や「婦人科

健診・検診の受診に対する休暇付与等」の回答の割合が高かったが、「生理休暇を取得しやすい環境の

整備」や「更年期症状や更年期障害への改善支援」、また「不妊治療に対する支援」にも必要という回

答がみられた。 

市民調査では、「月経 （月経前症候群を含む）」、「妊娠 ・出産」、「更年期障害」、「不妊 ・不育治療」の

４項目の仕事や家事 ・育児への支障の程度は、程度の差はあっても支障があると回答した割合が一番高

い「妊娠・出産」で 79.3％、一番低い「不妊・不育治療」でも 60.4％あった。 

企業調査では、取り組んでいない理由としては、最も多い 「女性従業員から要望がない」が 51.5％だ

が、市民調査の職場でどのような配慮があれば働きやすいかとの回答では、「経営陣・トップの理解」

が 51.8%、「男性上司の理解」が 39.2％、「男性の社員全体の理解」が 38.1％となっている。 

企業における女性特有の健康課題に対しての取組は、まずは女性特有の健康課題について職場での理

解を進め、必要な制度を導入していくことが必要と考えられる。 

また、女性特有の健康課題への取組から、男性の更年期など社員全体の健康管理へ拡大していくこと

も必要である。 
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Ⅱ 今後の取組について 

 

1. 男女共同参画についての理解促進 

家庭や職場、学校園などでの男女平等に対する意識は徐々に浸透している一方、政治の場、地域、し

きたり等においては男性優位の状況が依然として続いている。本市の男女共同参画推進の拠点施設であ

る 「さんかく岡山」が中心となり、男女共同参画に関する知識を学習する機会を提供し続けることが必

要である。 

 

2. 固定的性別役割分担意識の解消 

性別等にかかわらず、また、固定的性別役割分担意識にとらわれず、自分らしい生き方、働き方がで

きる環境を整えていくことが重要である。 

そのためには、幼少期から性別等に基づく固定概念を生じさせないよう、引き続き男女平等意識を育

てる学校教育に加え、生涯学習の機会を充実させ、すべての年代に対して、固定的性別役割分担意識や

無意識の思い込み （アンコンシャス・バイアス）によって生じている差別や偏見などの解消に、今後も

粘り強く取り組んでいくことが必要である。 

 

3. ワーク・ライフ・バランスの実現 

多くの企業で何らかのワーク・ライフ・バランスに関する福利厚生制度を導入しており、利用されて

いるが、市民調査で 「育児 ・介護休業等を利用しやすい職場環境」が仕事と家庭の両立に最も必要とい

う結果や、固定的性別役割分担意識等から特に男性は育児休業等が取得しにくい雰囲気を感じている結

果も出ている。 

また、経年比較 （18～59 歳）では、 「短時間勤務・フレックスタイムや在宅勤務」や 「上司や同僚の

理解」が上位となっており、勤労世代では子育てやキャリアの両立において、業務時間や場所の制約を

取り払う「柔軟な働き方」を希望している。 

ワーク・ライフ・バランスの実現により、長時間労働を制限し、従業員の就労状況に対する満足度の

向上、ひいては会社へのエンゲージメント （愛着と貢献意欲）の向上も期待できることから、引き続き

民間、特に岡山市内の企業の大部分を占める中小企業におけるワーク・ライフ・バランスの実現につい

て取り組んでいく必要がある。 
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4. 女性の活躍推進 

市民意識調査の結果から、女性は 「仕事と家庭の両立」に不安があり、管理職になることに躊躇して

いることが推察されることから、仕事と家庭の両立支援の充実や、男性が家庭や育児にこれまで以上に

参画し、家庭内の女性の負担を軽減することなどが必要である。これらの取組を進めることによって、

女性の結婚、出産による離職を防止し、女性の正社員 ・職員割合や、将来の女性管理職候補者の増加に

つながり、その結果、男女の賃金格差の縮小にも寄与するものと考えられる。 

そのためには、企業における両立支援の充実や、男性育休の取得推進などの取組を官民連携して行う

ことが重要である。 

 

5. 困難な問題を抱える女性への支援（ＤＶ被害等も含む） 

女性は非正規雇用の割合が高く経済的な不安を抱えている割合が男性よりも多いと考えられること

や、ＤＶ、デートＤＶの被害者も女性の方が多く、困難な問題を抱えるリスクが男性よりも高いといえ

る。そうした困難を抱えたときに、早期に発見し、回復、自立に向け支援できる体制を整えておくこと

が必要である。また、被害者、または加害者そして傍観者にならないための教育や啓発も重要である。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

 



 

270 

Ⅰ 男女共同参画に関する市民意識・実態調査票 

 

 



 

271 

 

  



 

272 



 

273 



 

274 



 

275 



 

276 



 

277 



 

278 



 

279 



 

280 



 

281 



 

282 



 

283 



 

284 



 

285 



 

286 



 

287 

 

  



 

288 

Ⅱ 女性活躍及びワーク・ライフ・バランスに関する企業調査票 



 

289 



 

290 



 

291 



 

292 



 

293 



 

294 



 

295 



 

296 



 

297 



 

298 



 

299 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 岡山市役所市民協働局市民協働部 

女性が輝くまちづくり推進課 

所 在 地 〒700-8544 

岡山市北区大供一丁目１番１号 

電話 086-803-1115 

FAX 086-803-1845 

E-mail：danjo＠city.okayama.jp 

発行年月 令和８年３月 

 


